
施設基準届出事項

【特掲診療料の施設基準に係る届出】

・運動器リハビリテーション料 1
0脳血管疾患リハビリテーション料 3
0 CTO MRI撮影

・外来・在宅ベースアップ評価料 (I)2
0外来・在宅ベースアップ評価料 (II)1ロ

. 指定医療機関等

・保険医療機関

・労災指定医療機関

・生活保護法指定医療機関

・結核医療指定医療機関

・被爆者一般疾患指定医療機関


